
心も体も元気な子どもを育成するために 家族みんなで「はやね・はやおき・あさごはん」を実践しよう!! 

 

 

◇２学期のまとめの月◇ 
暦は，明日から１２月となります。この頃は急に寒さが増し，冬の装いの児童が登下校する姿や校

庭の木々の落ち葉を見ると，まさに冬の到来が感じさせられます。２学期は，学習発表会をはじめ，

６年生と利府高生のスポーツ交流や５年生の花山宿泊学習，各学年の校外学習等，様々な教育活動を

行ってきましたが，いよいよ最後のまとめの月となりました。ご家庭でもお子さんの２学期の活躍の

様子を話題にしてみてはいかがでしょうか。 

 

月 火 水 木 金 
27 28 29 30 1 

あいさつ運動（４－２） 
校外学習４－１ 

（品井沼） 
６年キャリアアドバイザー授
業（５・６校時）町長来校 

4 
事務整理日（４校時限） 
教育相談専門員来校 
ALT 来校 

5 
校外学習４－２ 
（品井沼） 

6 
委員会⑧ 

7 
西中入学説明会 
６年（４校時限） 
校外学習 ３学年 
（ヨークベニマル） 
ALT 来校 

8 
代表委員会１３：２０ 

11 
職員会議（１５：００） 
６年生 利府支援学校との
交流 
ALT 来校 

12 13 
 
 
SC来校 

14 
 
 
ALT 来校 

15 
あいさつ運動（３－１） 
町学力調査 
（４～６年） 
 

18 
代表委員会 
 
 
ALT 来校 

19 
弁当日（５・６年） 

給食あり（１・２・３・４年・

わかくさ） 

20 
弁当日（２・５・６年・ 
わかくさ） 
給食あり（１・３・４年生） 

 

21 
学期末大掃除 
弁当日（１・２・５・６年・ 

わかくさ） 

給食あり（３・４年生） 
ALT 来校 

22 
第２学期終業式 
（３校時限） 

２5 
冬季休業日 

26 27 28 
 
仕事納め 

２９ 
 
閉庁日 
 

３０ 土 ３１ 日 １ 
元日 
冬季休業 
閉庁日 

２ 
閉庁日 

３ 
閉庁日 

４ 
仕事始め 
 
 

閉庁日 大晦日 
閉庁日 

＊やむを得ず予定が変更される場合がありますので，ご了承ください。 

「１月の主な行事予定」 

 １日（月） 元日 冬季休業日 

 ４日（木） 仕事始め 

 ８日（月） 成人の日 

 ９日（火） 第３学期始業式 

１５日（月） あいさつ運動（３－２） 

１７日（水） 委員会 

２２日（月） ５－１校外学習【トヨタ】 

２３日（火） ５－２校外学習【トヨタ】 

２４日（水） たてわりロング 

２５日（木） とふっ子祭り 

２９日（月） 職員会議 

３０日（火） お話朝会 

 

 

 

 

 

学校教育目標「豊かな情操と道徳性をそなえ，自ら学び，健康でたくましく生きる児童を育成する」 

http://rifudaini-e@rifu.ed.jp/ 

１２月の行事予定 

ＳＣ ･･･スクールカウンセラー ＳＳＷ･･･スクールソーシャルワーカー 
ＡＬＴ･･･外国語指導助手の先生 

利府第二小学校学校便り 

令和 5年 12月 1日 Ｎｏ.９ 

TEL （022）２５５－６２６２ 

FAX （022）２５５－１０４８ 

 



☆お知らせとお願い☆ 
 

○児童の登下校についてのお願い 
 本校では，児童の登下校は原則「徒歩」としております。特別な事情があり，お車で送迎が必

要な場合を除いては，徒歩で登校するようにお子さんにお声掛けください。また，

肌寒い日にポケットに手を入れながら歩く姿を見かける時があります。最近では，

歩きスマホも見かけます。冬道の状況は凍結している可能性があり，とても危険

な行為だと思います。転んで，強く頭を打つ等，重傷になることもあります。お

子さんへ声掛けをお願いします。自転車の乗り方も同じです。冬道で滑ってブレ

ーキがきかず，車道で車と接触すると大変危険です。命を大切にしましょう。 

 

○不審者について 
 お子さんが危険に遭遇しないように，出掛ける時は「どこに，だれと，何時に帰

宅するか」等しっかりと約束をして，複数で遊ぶようにしてほしいと思います。も

し，不審者に遭遇した場合は，まず，警察に通報してください。不審者確保のため

にも１１０番が先です。その後，落ち着いてから学校にも連絡をください。他のご

家庭にメール等で「注意喚起」のお知らせをします。 
 

○ネット上のトラブルから子どもを守るため 
 進学や進級をきっかけに，子どもにスマホを持たせることを検討しているご家庭は多いのでは

ないでしょうか。自分のスマホを持つ子どもの割合は年々増加しています。内閣府が行った「令

和４年度 青少年のインターネット利用環境実態調査」によれば，専用スマホの利用割合は小学

生 64.0%，中学生 91.0%，高校生 98.9%に達しています。スマホを何に使うか，小学生は動画視聴

88.1%，ゲーム 86.2%で，検索 74.1%と上位を占めています。上手に使えば便利です。しかし，ス

マホ利用によるトラブルも増加しているので，子どもにスマホを持たせる責任は保護者にあるこ

とを自覚していただき，トラブルに遭わないようにすることが大切だと思います。 

＜子どものスマホ利用に関するトラブル等の例＞ 

・書き込みやメールでの誹謗中傷  

SNS等での悪口の書き込み，人権侵害はいじめです。 

・SNSを通じて知り合った人からの誘い出しによる性的な被害  

出会い系サイトだけではなくゲームサイトを通じて被害にあう場合もある。 

・無料ゲームサイトでの意図しない有料サービスの利用  

 無料となっているゲームが遊んでいる間にアイテムが有料であることに気付かずに購入して 

しまう。 

・最近では「闇バイト」等の情報で犯罪に加担 

 言葉巧みに SNS強盗，特殊詐欺等の犯罪に加担させる。 

※ネットの危険から子どもを守るために保護者ができる３つのポイント 

 ①ペアレンタルコントロール 

  子どもの使用状況を知る。OS業者，アプリ開発業者からサービス提供されています。保護者

のスマホで子どものスマホの使用状況を確認したり，制限したりできるものです。 

 ②フィルタリングを利用する 

  不適切な情報や危険なサイトに遭わないように，フィルタリングを賢く利用しましょう。 

 ③ルール作り  

家族でルールやマナーをしっかりと決める。家族で具体的に決める事が大切です。 

物を大切にしよう（１２月） 
 

○ 具体目標 

【低学年】 持ち物に自分で名前を書く 

【中学年】 使ったものを基に戻す 

【高学年】 自分の物も学校の物も大切に使う。 


